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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
� （平成１２年１２月６日）
� （法律第１４７号）
（目的）
第１条　この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信
条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢
にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民
の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的と
する。
（定義）
第２条　この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をい
い、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深
めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。
（基本理念）
第３条　国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の
様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これ
を体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重
及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。
（国の責務）
第４条　国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）に
のっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（地方公共団体の責務）
第５条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま
え、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
（国民の責務）
第６条　国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与
するよう努めなければならない。
（基本計画の策定）
第７条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権
教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。
（年次報告）
第８条　政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報
告を提出しなければならない。
（財政上の措置）
第９条　国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に
係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。
　　　附　則
（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の
属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。
（見直し）
第２条　この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法律
第百二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策
の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直
しを行うものとする。
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佐賀市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
� 平成１７年１０月１日
� 条例第１１３号
（目的）
第１条　この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国
憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である
部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、根
本的かつ速やかに部落差別の撤廃と人権の擁護を図り、もって人権尊重を基調とする明るく住
みよい佐賀市の実現を目指すことを目的とする。
（市の責務）
第２条　市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高
揚に努めるものとする。
（市民の責務）
第３条　すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる
差別をなくすための施策に協力し、自らも差別を助長するような行為をしないよう努めるもの
とする。
（施策の推進）
第４条　市は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために人権擁護
意識の普及、高揚等の必要な施策について、市民及び関係団体と協力の上、推進に努めるもの
とする。
（啓発活動の充実）
第５条　市は、市民の人権意識の高揚を図るため、関係団体との協力を密にし、充実した人権教
育の推進を図り、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるも
のとする。
（推進体制の充実）
第６条　市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための諸施策を効果的に推進するた
め、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
（審議会）
第７条　部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、佐賀市
部落差別撤廃・人権擁護審議会（以下「審議会」という。）を置く。
２　審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。
（補則）
第８条　この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
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